
 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランス推進事業所の認定について 

 

このことについて、『ワーク・ライフ・バランス推進に関する取組を積極的に行

い、今後も継続して当該取組を行うことができる事業所』を『ワーク・ライフ・バ

ランス推進事業認定事業所』として、令和４年１２月１３日付で下記のとおり認定

しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

認定番号 事 業 所 名 所  在  地 

8 日本郵便株式会社 村山郵便局 本町四丁目 3 番地の 1 

9 社会福祉法人三ツ木育成会 きし保育園 岸一丁目 5 番地の 11 

10 株式会社りそな銀行 村山支店 本町四丁目 8 番地の 3 

11 青梅信用金庫 武蔵村山支店 榎三丁目 6 番地の 1 
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